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山口県立大学生命倫理委員会 平成 25(2013)年 7 月 12 日

調査研究に係る生命倫理委員会への申請について

調査研究

教職員の調査研究 院生の調査研究 学生の調査研究

・研究者等は科学的合 ・指導教員は本学生命 ・指導教員は本学生命
理性及び倫理的妥当性 倫理規定を遵守の上で、 倫理規定を遵守の上で、
を確保して調査研究を 院生の調査研究に対し 学生の調査研究に対し
行う 指導及び監督を行う 指導及び監督を行う

１）外部機関より生命倫理委員会の承認を受けることを求められているか。
・研究成果発表予定の学会誌・ジャ－ナル等の投稿規定
・調査対象組織・機関や研究資金提供先（科学研究費等の公的研究費、民間団体他）の要請

２）調査内容が社会通念及び倫理上の規範に抵触する恐れがあるか。
・日常生活の範囲を超える不快感や不利益を及ぼす可能性のある調査
・研究上必要であるために、研究意図を隠した調査
・反社会的、非社会的行動等の調査

３）調査対象者・組織と利益相反があるか。

４）その他、申請者が生命倫理委員会の承認を得ることが必要であると判断する場合

はい いいえ

上記１）～４）のいずれか１つでも該当する場合は、 上記１）～４）のいずれにも該当しない場合は、

生命倫理委員会に申請する 生命倫理委員会に申請する必要はない

※生命倫理委員会への申請は、研究責任者の判断に基づき行ってください。

資料２－６


